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【本資料のご利⽤上のご注意】

本資料は、JEITA 責任ある鉱物調達検討会 啓発・広報チームで作成したものです。
責任ある鉱物調達対応 に関する情報について、なるべく幅広く、また正確を期すよう努⼒しておりますが、
必ずしも最新の情報ではなく、正確ではない場合もありますことを、あらかじめご了承ください。
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「紛争鉱物調査」から「責任ある鉱物調達」へ

4

1.使⽤する製錬所の明確化と報告
・⾃社製品に含まれる３ＴＧの調査
・川上へのＣＭＲＴの展開
・川下への情報公開

2.紛争鉱物管理体制の確⽴
・対応⽅針の策定
・デュー・ディリジェンス（ＤＤ）の実施
・ＤＤに基づく是正措置の実⾏

3.新たなリスク/鉱物への対応
・CAHRAs
・OECD Annex Ⅱリスク
・コバルト対応 責

任
あ
る
鉱
物
調
達
へ
と
拡
⼤

調査を通じて、責任ある鉱物調達（紛争鉱物）対応を積み重ねてきた。
そして、これからはどうなっていくのか︖



⽶国法をきっかけに本格化した紛争鉱物調査
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 コンゴ⺠主共和国（DRC）及び周辺9ヶ国で採掘される鉱物資源が、⼈権侵害、環境破壊等を引き起こしてい
る武装勢⼒の資⾦源となっていることが懸念されています。

 それを受けて、2010年7⽉に⽶国⾦融規制改⾰法(通称「ドッド・フランク法」）に、以下の条項が設けられました。
①「タンタル、錫、タングステン、⾦（3TG）」を紛争鉱物（コンフリクト・ミネラル）と定義
②法の対象となる⽶国上場企業は、⾃社製品に使⽤される紛争鉱物が、これらの地域の武装勢⼒の資⾦源と
なっているかどうかを把握し、年次で開⽰することを義務付けられました。

 川下企業の紛争鉱物調査とは、RMAP（旧CFSP)プログラムにより、サプライチェーンを遡り製錬業者を特定し、
その製錬所がこれらの地域における武装勢⼒の資⾦源となる鉱物を調達していないか確認することです。

①南スーダン共和国
②ウガンダ共和国
③ルワンダ共和国
④ブルンジ共和国
⑤タンザニア共和国
⑥ザンビア共和国
⑦アンゴラ共和国
⑧コンゴ共和国
⑨中央アフリカ共和国
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コンゴ⺠主共和国

調査開始から６年を超え、要求される⽔準が⾼まっている。



Responsible Minerals Assurance Process（RMAP）
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監査プロトコルが更新され、DRC及び周辺国に限定しない調査プログラムに進化した。

RMAPの調査⼿法

サプライヤー数の広がり

鉱 ⼭

トレーダー

完成品メーカー

部品メーカー

素材メーカー

製錬業者
精製業者

川下

川上

統
⼀
書
式
の
調
査
票

域
内
プ
ロ
グ
ラ
ム

監査プロ
グラム

・ 個社が単独で3TGの原産地を
調査すると、莫⼤なコストと時間
が発⽣。

・ サプライチェーンを3つに分けること
で、調査の効率化を図る。

・ 製錬業者から川上は、域内プロ
グラムが調査実施。

・ サプライチェーン階層の中で少数
の製錬業者を監査し、製錬され
た鉱物の起源を判定。

・ 製錬業者から川下は、調査票
(CMRT)を統⼀し効率化を図る。

CFSP（Conflict-Free Smelter Program︓紛争フリー製錬所プログラム）
RMAP（Responsible Minerals Assurance Process︓責任ある鉱物保証プロセス）



Conflict Mineral Reporting Template (CMRT)
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デューディリジェンスへの体制整備と、より広範囲かつ精密な取り組みが求められている。

CMRT(Declaration)の構成
シートの前半は、紛争
鉱物の原産国を調査し
た内容を報告する。

シートの後半は、企業
のデューディリジェンスの
取り組み状況を報告す
る。

RMIが紛争鉱物調査に⽤い
るために制作した調査票
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デュー・ディリジェンス（DD）とは︖

9

デュー・ディリジェンス
⇒リスク査定（サプライチェーンの透明性を確保）
⇒サプライチェーンを透明化し、原材料の由来に⼈権侵害などの問題の有

無を確認、問題が確認された時には是正する活動

OECDデュー・ディリジェンスは、その活動指針
［正式名称］
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas
OECD紛争地域および⾼リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのための
デュー・ディリジェンス・ガイダンス

［⽬的］
企業が⼈権を尊重し、供給業者の選定を含む資源調達に関する意思決定を通じて
紛争に⼿を貸してしまうことを回避するための⽀援を⽬的として作成



デュー・ディリジェンス（DD）の５ステップ

［⽬的を達成するための5段階の枠組み］

ステップ1︓強固な企業管理システムの構築
ステップ2︓サプライチェーンにおけるリスクの特定と評価
ステップ3︓特定されたリスクに対処するための

戦略の構築と実施
ステップ4︓独⽴した第三者による製錬／精製業者の

デュー・ディリジェンス⾏為の監査を実施
ステップ5︓サプライチェーンのデュー・ディリジェンスに

関する年次報告

10
（出展）http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf



CMRTを使ったDDの事例
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[CMRTで検知できる主なリスク]
① Conformant Smelter以外を使⽤している

→Smelter List
② DRC及び周辺諸国から調達している材料がある

→Declaration 3)
③ 使⽤する全ての製錬所が明らかになっていない

→Declaration  6) 
④ 紛争鉱物管理体制が不⼗分である

→ Declaration A.〜H.
・回収したCMRTに対して回答内容を精査し、リスクの有無を確認する
・⾃社で検知したリスクについて、その内容をサプライヤーへ伝達する
・リスクの是正⽅法、スケジュールについて、サプライヤーと協議する

→⼀⽅的な是正要求をするのではなく、まずはサプライヤーと
コミュニケーションをすることが重要
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紛争鉱物に関する欧⽶の規制
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アメリカ EU

発効⽇ 2010年7⽉ ドッド・フランク法
2012年8⽉ SEC規則

2017年7⽉ 発効
2021年1⽉ 全⾯適⽤

（デュー・ディリジェンス義務化）

対象者 ⽶国上場の製造業者 EUに鉱物（鉱⽯・未加⼯⾦属）を輸⼊する企業
（＊）部品・製品の状態で輸⼊している企業は対象外

対象リスク 武装勢⼒の資⾦源か否か OECD ANNEX II ベース
（児童労働を含む⼈権侵害全般）

対象鉱物 スズ、タンタル、タングステン、⾦ スズ、タンタル、タングステン、⾦

対象地域 DRC及び周辺国 紛争地域および⾼リスク地域（CAHRAs)

事業者が
⾏うこと

１．3TG使⽤有無、原産国調査
２．サプライチェーンのデュー・ディリジェンス
３．年次報告書提出

１．サプライチェーンのデュー・ディリジェンス
２．年次報告書提出
３．各国による事後確認

今後の
動き 現時点でも法律は有効

2019年末-2020年初旬 CAHRAsリストの公開
2019年中旬 川下向けの情報公開⽤プラットフォームの
公開
2020年末 責任ある製錬所リストの公開

⽶国 ⇒ 紛争鉱物調査を実施（今後も続く）
EU ⇒  EUに鉱物（鉱⽯・未加⼯⾦属）を輸⼊する企業が対象、

次回は2023年に規制を⾒直すため、今後川下企業も対象になる可能性がある



RMAPの新監査プロトコルによるリスク拡⼤
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OECD DD Guidance AnnexⅡ
紛争地域および⾼リスク地域（CAHRAs）からの鉱物の責任あるグ
ローバル・サプライチェーンのためのモデル・サプライチェーン指針
1. ⾮政府武装集団 に対する直接的または間接的⽀援
2. 鉱物の採掘、輸送、取引に関連した⼈権侵害（児童労働など）
3. 公的または⺠間の保安隊による不法⾏為（みかじめ料）
4. 贈収賄および鉱物原産地の詐称
5. 資⾦洗浄
6. 政府への税⾦、⼿数料、採掘権料の未払い（脱税）

•「DRC及び周辺国の紛争リスク」 → 「OECD AnnexⅡリスク」へ

【重要】2019年1⽉よりRMAPの新監査プロトコルの全⾯適⽤
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/standards-development/audit-standards/



紛争地域および⾼リスク地域（CAHRAs）とは︖
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■CAHRAsの定義について
OECDのDDガイダンス附属書IIにおけるConflict-Affected and
High-Risk Areas

紛争地域および⾼リスク地域は、武⼒による紛争、広範にわたる暴⼒、もしくは⼈々
に危害が及ぶその他のリスクの有無によって識別される。
武⼒による紛争は様々な形をとることがあり、例えば、2ヵ国ないしそれ以上が関与
することもあれば、解放戦争、反乱、内戦などによることもある、国際的もしくは⾮国
際的対⽴などである。
⾼リスク地域には、政情不安や抑圧、制度上の⽋点、不安定などが⾒られる地域や、
国内のインフラが崩壊した地域、さらに暴⼒が広範におよんでいる地域などがある。
これらの地域では広範におよぶ⼈権侵害や、国内法または国際法違反が⾒られる。

DRC紛争に限定されず幅広いリスク・地域・鉱物の調査に対象が拡⼤した。
EUは2019年末/2020年初期CAHRAsリストを発表予定。



責任ある鉱物調達対応の背景１（参考）リスク地域の例
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（出展）Heidelberg Conflict Barometer 2018
https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en

DRCの紛争

WWの紛争

テロ⽀援国家

テロ組織

児童就労

強制労働

⼈権問題

環境破壊
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コンフリクトフリー製錬所、RMAP コンフォーマントでも
排除を求められる事例が発⽣

全世界のあらゆるリスクに対する地道で精度の⾼いDDが求められる

CID000438︓EM Vinto /BOLIVIA  【児童労働】
・情報に対するコメントを求める書⾯を直接送ったところ、同製錬所から返信があった。
・情報があることを承知しており、鉱物の調達先を調査した。90%は国営の⼤⼿企業からの購⼊であり問題はないと⾔えるが、
残りの10%が 公営の協同組合からの購⼊で、こちらの⽅にリスクがあると認識するが、管理監督する権限がない。
鉱⽯調達の⽅針を⽴て、以下3点の取り組みを始めている。

(1) 協同組合からの調達を禁⽌する⽅針。
(2) 政府の問題であり、当局が対策することを期待している。
(3) 全サプライヤーに⼈権保護、社会的責任を果たすよう要請した。

＊ 2018年9⽉6⽇、Responsible Minerals Assurance Process Tin Standard of 2017（RMAP新監査基準）でConformant認定を取得

CID001337︓Operaciones Metalurgical S.A. / BOLIVIA 【児童労働】
・OMSAに、児童労働に関わる鉱⼭とは取引きしていないことを確認しました。
・また、OMSAのWEBサイトに児童労働には関与していない旨を表明している。
（http://omsabo.com/2.0/index_en.html）

＊2018年10⽉25⽇、 Conflict Free Smelter  Program  Supply  Chain Transparency Smelter  
Audit Protocol  Revision of 21 November 2013.（旧監査基準）でConformant認定を再取得

③CID000438：EM Vinto（児童労働）
・個別に情報に対するコメントを求める書面を送ったところ、②③から返信があった事例の紹介。（①は回答なし）リスク懸念製錬所に対するDDの事例
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今後のトレンド（リスクの拡⼤イメージ）
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その他リスク

環境破壊

児童労働など⼈権問題 DRC

武装勢⼒への資⾦供与
（DRC及び周辺国以外）
武装勢⼒への資⾦供与
（DRC及び周辺国）

DRC DRC DRC DRC

CSRリスク

鉱物 ⾦ 錫 タン
タル

タング
ステン

コバ
ルト

マイ
カ

グラ
ファイ
ト

・・
・・
・

対象鉱物の拡⼤

従来の枠組み（DF法）

EU規制
C
S
R
リ
ス
ク
の
拡
⼤

『責任ある鉱物調達』としてCSR調達要求の拡⼤
DRC紛争以外の⼈権問題への関与もリスクとして、調査対象の拡⼤

RMAP監査プロトコル変更
 AnnexⅡリスクを対象
 CAHRAsを対象
 OFAC規制等制裁の確認

ボリビアの
⼈権侵害

ﾐｬﾝﾏｰ
UWSA

インド、マダガスカル
をNGOが調査



企業のサプライチェーンとステークホルダー
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企業

消費者

顧客

株主・投資家

NGO・NPO

⾏政機関

メディア

企業を取り巻くステークホルダー

代理店

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

商社/素材メーカー/部品メーカー等

製錬所

⼀次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ⼆次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

三次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

製錬所

サプライヤー
サプライヤー
サプライヤー

企業のサプライチェーン

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

サプライヤー

製錬所原産国
・地域

（鉱⼭）

川下によるデュー・ディリジェンス川上による
デュー・ディリジェンス

製錬所監査
（RMAP）

企業はステークホルダーからサプライチェーン全体について
デュー・ディリジェンス（DD）を求められている

CSR調達
持続可能な調達
ESG投資



対象「原材料」拡⼤の動き
 OECD︓リスクポータル（Portal for Supply Chain Risk Information)を作成中
 ガイダンスのStep1とStep2を⽀援する⽬的で、リスク情報を提供する。
 サプライチェーン情報、国レベルリスク情報、鉱物別リスク情報を提供。38品種対象。
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 RMI/Drive Sustainability共同︓マテリアルチェンジ（Material Change）を発⾏
 材料および⽣産国の環境、社会、ガバナンス問題を⽐較することによって、同業者や

投資家が責任ある調達について議論できるようにすることが⽬的とする研究報告。
 対象は37品種。例えば、アルミニウム、ニッケル、銅、ガラス、ゴム、鉄、リチウム、雲⺟、

亜鉛、⽪⾰等

対象となる原材料への関⼼と取組み⼿法は、さらに拡⼤する⽅向
投資家（ESG投資）を意識した取組みと情報開⽰を期待する⽅向

 EU︓川 下 企 業 の た め の Transparency platformをキックオフ
 ３TG及びその他の鉱物を対象とし、EU域内の企業がデューディリジェンスの⽅針とその

実施状況を登録する。



RMAPに影響を与える⽶国の規制
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◎OFAC（Office of Foreign Asset Control）規制
 ⽶国の財務省外国資産管理室（OFAC）が、外交政策・安全保障上の⽬

的から、⽶国が指定した国・地域や特定の個⼈・団体などについて、取引禁⽌や
資産凍結などの措置を講じる規制。

 対象国家（地域）︓
イラン、北朝鮮、シリア、キューバ、ウクライナ（クリミア）。及び多数の個⼈。
注）スーダン、ミャンマーは段階的に解除されているとの情報。

◎「⽶国の敵対者に対する制裁措置法」（CAATSA)
（Countering Americaʻs Adversaries Through Sanctions Act ）

 北朝鮮国籍者（実際の住居・所在地を問わない）により製造・製作・採掘され
た⽣産物は、関税法(1930)第307条が⽶国への輸⼊を禁⽌する強制労働に
より製造・製作・採掘された⽣産物として⾃動的に推定・⾒做され
（rebuttably presumed）、Commissioner of U.S. Customs and 
Border Protection（CBP）による事前承認なくして
⽶国への輸⼊が禁⽌される
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直近のDRCの状況
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約50,000のASMが存在する
ASM（artisanal and small-scale mining）︓⼩規模採掘所
LSM（large-scale mining）︓⼤規模採掘所/鉱⼭

ASMの割合は⾦で60%、3Tで75%、コバルトで15〜20％となっている

ASM採掘は地域住⺠の重要な⽣活の糧になっている

⾦で60%、3Tで20%のASMにおいて、
武装勢⼒の関与が確認されている、という情報あり

※IPIS情報 DRC東部のみ調査

3Tはトレースシステムが普及しており、武装勢⼒は減少している反⾯、
⾦へのシフトが進んでいる（現時点、⾦のトレースシステムは少ない）

「2018 RMIカンファレンス」発表より
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対象鉱物、対象地域、対象リスクの拡⼤へ
責任ある鉱物調達のミッションがますます重要になります


